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　令和₃年10月11日付け官報告示（官報号外第230号、文部科学省告示第
164号）により、愛媛県越智郡上島町に所在する「弓削島荘遺跡」が国の
史跡に指定されました。弓削島荘遺跡は瀬戸内海の芸予諸島の東端に位
置する上島諸島に属する弓削島及びその北東に浮かぶ百貫島とその周辺
海域からなる荘園遺跡です。この荘園は、平安時代後期から室町時代ま
で存続し、東寺に伝えられた「東寺百合文書」等に関係史料が多く残り、
塩を貢納した「塩の荘園」として日本史上よく知られています。

上島町
国指定史跡へ「弓

ゆ

削
げ

島
じまの

荘
しょう

遺
い

跡
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全
国
町
村
会
は
、
1
月
27
日
全
国
町
村

会
館
で
「
一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会

評
議
員
会
・
全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道

府
県
町
村
会
長
会
・
全
国
町
村
職
員
生
活

協
同
組
合
総
代
会
」
を
開
催
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ

り
、
テ
レ
ビ
会
議
に
よ
り
開
催
さ
れ
、
本

県
の
佐
川
会
長
が
出
席
し
た
。

◆
一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
評
議
員

会
1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

議
長
の
互
選

3　

議
事
録
署
名
人
の
選
出

4　

報　

告

　

⑴　

令
和
4
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

に
つ
い
て

　

⑵　

そ
の
他

◆
全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道
府
県
町
村

会
長
会

1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

政
策
説
明

一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
評
議
員
会

全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道
府
県
町
村
会
長
会

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
総
代
会

を
開
催

全
国
町
村
会
　

　
「
地
方
行
政
の
課
題
に
つ
い
て
」

　
　
　

総
務
省　

総
務
事
務
次
官　

　
　
　
　
　
　
　

黒　

田　

武
一
郎　

氏

　
「
こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
に
つ
い
て
」

　
　
　

内
閣
官
房

　
　
　

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
案
等
準
備

室
長

　
　
　
　
　
　
　

谷　

内　
　
　

繁　

氏

　
「
森
林
経
営
管
理
制
度
及
び

	

森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い
て
」

　
　
　

林
野
庁　

長
官　

　
　
　
　
　
　
　

天　

羽　
　
　

隆　

氏

　
「
地
域
力
創
造
大
学
校
Ⓡ
の

	

有
効
活
用
に
つ
い
て
」

　
　
　

地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー　

理
事
長

　
　
　
　
　
　
　

椎　

川　
　
　

忍　

氏

　
「
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
と

　

 

ク
ラ
ウ
ド
型
被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム

	

に
つ
い
て
」

　
　
　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

　
　
　

理
事

　
　
　
　
　
　
　

松　

元　

照　

仁　

氏

3　

議
事
録
署
名
人
の
選
任

4　

議　

事

　

⑴　

令
和
4
年
度
予
算
・
事
業
計
画

（
案
）
に
つ
い
て

　

⑵　

地
域
情
報
化
に
関
す
る
研
修
事
業

の
実
施
に
つ
い
て
（
案
）

　

⑶　

地
方
税
共
同
機
構
代
表
者
会
議
委

員
の
選
定
に
つ
い
て

5　

報　

告

　

⑴　

自
治
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
4
年
4
月
～
6
月
会
議
予
定

に
つ
い
て

　

⑶　

国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
つ
い
て

　

⑷　

第
33
次
地
方
制
度
調
査
会
の
発
足

に
つ
い
て

　

⑸　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接

種
に
係
る
関
係
大
臣
と
の
意
見
交
換

に
つ
い
て

　

⑹　

令
和
4
年
度
政
府
予
算
に
つ
い
て

　

⑺　

会
務
報
告
（
令
和
3
年
1
月
～
同

年
12
月
）
に
つ
い
て

　

⑻　

そ
の
他

◆
全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
総
代
会

1　

開
会
の
あ
い
さ
つ

2　

議
事
録
署
名
人
の
選
出

3　

議　

事

　

⑴　

令
和
4
年
度
事
業
計
画（
案
）・
予

算（
案
）等
に
つ
い
て

　

⑵　

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
火

災
共
済
事
業
規
約
の
一
部
改
正
（
風

水
雪
害
共
済
金
の
免
責
額
の
引
き
下

げ
）
に
つ
い
て
（
案
）

　

⑶　

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
火

災
共
済
事
業
規
約
の
一
部
改
正
（
地

震
等
災
害
見
舞
金
の
共
済
金
化
）
に

つ
い
て
（
案
）

4　

報　

告

　

⑴　

監
査
報
告
書
に
つ
い
て

　

⑵　

そ
の
他
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【問い合わせ先】　愛媛県町村会　担当／原田　TEL：089-941-7598　※愛媛県内₂市₅町加入（Ｒ3.5月末現在）

災害対策費用保険制度
近年、自然災害が増加し、全国各地で甚大な被害が発生しています。中でも、豪雨災害
の発生要因となっている線状降水帯は、今後も多く発生することが予想されています。
毎年多くの避難指示等の発令がなされていますが、発令の約9割以上が災害救助法の適用
にいたっていません。未適用となり、住民の避難のために発生した費用は、すべて自治
体の財源で賄わなければなりません。その財政負担を軽減するのが「災害対策費用保険
制度」です。
想定外の自然災害が増加する昨今の状況を踏まえ、住民の生命・身体の保護を図るため、
ぜひ災害対策費用保険制度をご活用ください。

加入団体数 331団体
加入団体保険料（オプション除く） 250,888,552円
加入団体保険料平均 757,971円

支払件数 319件
支払保険金 326,398,743円
支払保険金平均 1,023,194円

実際に活用している町村長からは「加入していてよかった」との声が届いています！

をご活用ください

●令和2年度加入実績

●令和2年度支払実績

●台風による避難勧告等の具体事例

梅雨前線に伴う大雨により、
避難準備・高齢者等避難開始
を発令。消防団員の出動手当
や庁舎内・避難所に配置した

職員の超過勤務手当などにかかった費
用の半額が保険から支払われ、財政上、
助かった。保険の請求手続きが、それ
ほど煩雑ではないところも良かった。

保険のおかげで早めに判断で
きたことにより、地域住民へ
の避難指示の呼びかけがスム
ーズに行えた。また、消防団

の出動手当(※)も保険対象となることか
ら、迷わず要請できた。

※加入している町村が支出した出動手当が対象

感染症対策としてホテルを借り
る場合は『避難所の設置』で、
マスク･消毒液等は『応急救助
費』の消耗品費で対象です。

保険の活用ポイント

新型コロナウイルス
対策費用も対象！

ただし、災害救助法の適用を受
けた災害は対象外となります。

応急救助等にかかる
費用が対象！

事故概要（令和2年度発生／九州）
台風10号の接近に伴い、大雨や暴風によ
る人的被害発生の可能性があるため「避
難勧告」を発令した。避難所を9箇所開
設し、583名が避難。

保険金支払
食料・飲料代、毛布のクリーニング代と
して約106万円、職員の超過勤務手当約
366万円の合計約472万円の保険金が支払
われた。
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全
国
町
村
議
会
議
長
会
主
催
に
よ
る
令

和
3
年
度
町
村
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会

は
、
東
京
都
内
の
会
場
に
お
い
て
開
催
す

る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
東
京
都
を
は
じ
め
、
全
国

的
に
も
未
だ
収
束
し
て
い
な
い
状
況
を
踏

ま
え
、
受
講
者
を
会
場
に
集
め
実
施
す
る

こ
と
を
取
り
や
め
た
。

　

研
修
会
は
、
講
師
の
講
演
を
動
画
撮
影

し
、
令
和
4
年
1
月
1
日（
土
）か
ら
3
月

31
日（
木
）ま
で
の
期
間
限
定
で
全
国
町
村

議
会
議
長
会
の
会
員
専
用
ペ
ー
ジ
（
議
長

会
プ
レ
ミ
ア
ム
）
に
て
公
開
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

演
題
及
び
講
師
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
。

○「
町
村
議
会
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
」

　
　
　

明
治
大
学
公
共
政
策
大
学
院

　
　
　
　
　

ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
科
教
授

　
　
　
　
　
　
　

湯　

淺　

墾　

道　

氏

令
和
３
年
度
町
村
議
会
事
務
局

�

職
員
研
修
会

○
「
地
方
議
会
運
営
の
実
務
追
録
26
号
、

　
　

27
号
」

　
　
　

山
形
県
町
村
議
会
議
長
会
参
与

�

　

武　

田　

裕　

樹　

氏

○
「
今
後
の
町
村
議
会
の
あ
り
方

　
　

事
務
局
職
員
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
」

　
　
　

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授

�

　

木　

寺　
　
　

元　

氏

　

町
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
は
、
①
議

会
運
営
上
の
疑
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
、
②
会
議
規
則
や
条
例
に
基
づ
き
議
会

運
営
が
さ
れ
て
い
る
が
、
町
ご
と
に
先
例

や
申
し
合
わ
せ
が
あ
り
、
一
様
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
他
町
の
運
営
と
比
較
検
討
し

て
み
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
た
め
、
毎
年

開
催
し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
影
響
に
よ
り
会
場
で
の
開
催
を
取

り
や
め
、
書
面
に
よ
る
開
催
と
し
た
。

　

県
下
町
議
会
事
務
局
か
ら
提
出
さ
れ
た

次
の
11
題
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り
各
町

と
全
国
町
村
議
会
議
長
会
議
事
調
査
部
の

平
野
誠
参
与
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
全
国
町
村
議
会
議
員
互
助
会
の

「
全
国
町
村
議
会
議
員
団
体
補
償
制
度
に

つ
い
て
」
及
び
平
野
参
与
か
ら
の
「
議
会

運
営
に
つ
い
て
」
の
資
料
も
併
せ
て
送
付

し
た
。

町
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会

議
会
運
営
11
事
例
を
研
究

令和₃年度町議会事務局職員研修会

提　出　問　題

₁　議員定数について（内子町）

₂　議会基本条例制定の今後の取り組みについて

	 （伊方町）

₃　政治分野における男女共同参画の推進について

	 （愛南町）

₄　議事録作成支援システムの活用と会議録の作成につ

いて	 （鬼北町）

₅　常任委員会等の視察研修について（砥部町）

₆　常任委員会の運営について（松前町）

₇　委員会審査報告書に記載する「審査の経過」につい

て	 （松野町）

₈　請願に係る採択・不採択の判断基準等について	

	 （久万高原町）

₉　100条調査について（内子町）

10　議会における広聴機能の充実について（砥部町）

11　行政報告に対する議会の対応について（上島町）
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愛
媛
県
の
最
南
端
に
位
置
す
る
愛
南
町
は
、黒
潮
踊
る
太
平
洋
や
豊
後
水

道
に
面
し
て
お
り
、
豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
受
け
て
い
る
た
め
、
冬
に
は
カ

キ
や
ブ
リ
な
ど
お
い
し
い
食
べ
物
や
特
産
品
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
人
の
流
れ
や
物
流
の
抑
制

に
よ
り
、一
次
産
業
が
盛
ん
な
町
の
事
業
者
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
町
内
事
業
者
を
応
援
し
つ
つ
、
町
の
認
知
度
向
上
お
よ
び
地

域
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
の
送
料
無
料

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

□
期
間　

１
月
15
日（
土
）～
２
月
28
日（
月
）

　

※
各
サ
イ
ト
で
予
定
数
に
達
し
た
場
合
は
、終
了
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

□
対
象
サ
イ
ト　

　

愛
南
漁
業
協
同
組
合
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

　

久
良
漁
業
協
同
組
合
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

　

愛
南
町
商
工
会
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｎ　

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｄ

　　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
愛
南
町
自
慢
の
特
産
品
を
お
得
に

お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
送
料
無
料

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中
！

～
ぎ
ゅ
ぎ
ゅ
っ
と
愛
南
！
冬
の
陣
～

【問い合わせ先】
愛南食のイベント実行委員会
（愛南町役場商工観光課）
電話：0895-72-7315

愛南町
ホーム
ページ

愛南町商工会
オンラインショップ
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新
年
の
懸
念

　

暦
で
は
1
月
5
日
が
小
寒
、
20
日
は
年

を
通
し
て
一
番
寒
い
と
言
わ
れ
る
寒
の
入

り
で
「
大
寒
」
に
あ
た
る
。一
段
と
寒
さ
厳

し
い
列
島
の
冬
が
や
っ
て
来
た
。

　

北
・
東
日
本
、
日
本
海
側
は
、
既
に
例

年
に
な
い
積
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
、

冠
雪
の
富
士
山
を
は
じ
め
地
方
の
山
々
、

古
都
の
雪
景
色
は
風
情
が
あ
る
。
豪
雪
地

帯
の
雪
か
き
の
よ
う
な
苦
労
が
な
い
地
域

の
降
雪
は
、
日
本
に
し
か
観
ら
れ
な
い
最

高
傑
作
の
“
絵
画
”
に
も
な
る
。

　

冬
季
に
限
ら
ず
自
然
は
、
季
節
に
か

な
っ
た
素
晴
ら
し
い
恵
み
を
い
ろ
い
ろ
人

間
界
に
与
え
て
く
れ
る
。
一
方
、
人
々
の
人

生
を
瞬
く
間
に
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
厳

し
い
自
然
は
、
真
っ
平
ご
め
ん
で
あ
る
。
こ

の
1
月
17
日
で
27
年
を
迎
え
た
阪
神
淡
路

大
震
災
で
は
、
死
者
行
方
不
明
者
₆
₄
₃

₇
人
を
い
き
な
り
奪
っ
た
。
今
年
3
月
11

日
に
11
年
目
を
迎
え
る
東
北
・
関
東
大
震

災
は
世
界
で
発
生
し
た
大
地
震
の
5
本
の

指
に
入
る
も
の
で
、
関
連
死
を
含
め
約
2

万
2
0
0
0
人
の
尊
い
命
を
奪
っ
た
。い
ず

れ
も
忘
れ
ら
れ
な
い
自
然
の
脅
威
で
あ
る
。

　

1
月
15
日
、
南
太
平
洋
ト
ン
ガ
沖
で
海

底
火
山
大
噴
火
、
8
千
㎞
離
れ
た
列
島
へ

も
空
振
の
気
圧
に
よ
る
津
波
が
押
し
寄
せ
、

水
産
関
係
に
被
害
が
出
た
。
ト
ン
ガ
と
同

じ
太
平
洋
火
山
・
地
震
環
帯
に
あ
る
日
本

列
島
は
、
先
の
大
地
震
以
降
、
年
毎
に
し

か
も
こ
こ
の
と
こ
ろ
頻
繁
に
地
震
が
発
生

し
て
お
り
、
遂
に
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

の
前
触
れ
で
な
け
れ
ば
よ
い
が
、
南
海
ト

ラ
フ
震
源
想
定
域
の
日
向
灘
で
、
22
日
深

夜
1
時
8
分
震
度
Ｍ
6
．6
が
起
っ
た
。予

測
さ
れ
る
巨
大
地
震
Ｍ
9
級
は
、
今
後
の

“
ひ
ず
み
”
次
第
。
新
年
早
々
、
発
生
率
90

％
に
引
き
上
げ
は
、
懸
念
に
恐
れ
を
増
幅

す
る
…
。

　

さ
て
、
も
う
一
つ
の
正
月
あ
け
の
懸
念

は
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
で
あ
る
。
オ
ミ
ク
ロ
ン

は
昨
年
11
月
頃
か
ら
、
一
挙
に
強
力
な
感

染
力
で
世
界
中
を
席
巻
。
列
島
に
も
そ
の

波
は
押
し
寄
せ
感
染
拡
大
。
経
済
的
に
は

勿
論
の
事
、
コ
ロ
ナ
生
活
3
年
目
に
入
り

第
6
波
に
も
な
る
と
、
う
ん
ざ
り
ど
こ
ろ

か
コ
ロ
ナ
に
よ
る
日
常
生
活
へ
の
影
響
は

大
き
い
。特
に
日
々
の
救
急
医
療
や
コ
ロ
ナ

以
外
の
病
気
対
応
に
危
機
感
を
深
め
る
ば

か
り
で
あ
る
。

　

目
下
の
と
こ
ろ
オ
ミ
ク
ロ
ン
感
染
者
の

重
症
化
が
少
な
い
と
こ
ろ
が
唯
一
の
救
い

の
よ
う
で
あ
る
が
、
子
供
ら
の
感
染
増
は

気
が
か
り
で
あ
る
。
ま
た
海
外
か
ら
第
二

の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
聞
こ
え
て
お
り
、次
々

と
変
異
す
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
、こ
れ
か
ら

も
強
力
な
変
異
株
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を

懸
念
す
る
。未
知
の
悪
役
ウ
イ
ル
ス
は
、常

に
人
間
界
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
登
場
、人
々
に

挑
戦
し
て
く
る
め
ぐ
り
合
わ
せ
が
あ
る
の

か
も
知
れ
な
い
…
。

　

さ
ら
に
コ
ロ
ナ
禍
に
対
応
す
る
経
済
の

動
向
が
懸
念
さ
れ
る
。
止
ま
っ
て
は
な
ら

な
い
経
済
活
動
は
、
前
進
し
か
道
は
な
い
。

未
来
の
た
め
に
も
是
非
コ
ロ
ナ
に
は
勝
た

ね
ば
な
ら
な
い
使
命
が
、
現
代
人
に
は
あ

る
。

�

　
（
Ｔ
）

 

「
人
間
よ
、
汝
、
微
笑
と
涙
と
の
間
の
振

り
子
よ
」

　

�

（
バ
イ
ロ
ン　

英
国
の
私
人
）

　

平
素
、
災
害
共
済
事
業
の
運
営
に
つ
き

ま
し
て
は
、
格
別
の
ご
協
力
を
賜
り
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
標
記
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
一
般

財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
か
ら
算
定
連
絡

シ
ス
テ
ム
（
次
年
度
の
公
有
建
物
の
継
続

契
約
の
共
済
基
準
額
の
見
直
し
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。）
の
閉
鎖
の
連
絡
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
3
年
度
に
算
定

連
絡
シ
ス
テ
ム
を
使
用
さ
れ
る
際
は
、
次

の
こ
と
に
つ
い
て
ご
留
意
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

1
．
閉
鎖
日

　

2
0
2
2
年（
令
和
4
年
）3
月
31
日

2
．
注
意
事
項

　

⑴　

3
月
29
日
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
継

続
デ
ー
タ
分
は
算
定
連
絡
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
見
直
し
を
し
た
内
容
が
反

映
さ
れ
ま
す
（
愛
媛
県
町
村
会
の
承

認
が
必
要
）。

　
　

※
3
月
29
日
に
継
続
デ
ー
タ
が
作
成

さ
れ
ま
す
の
で
、
実
際
に
見
直
し
機

能
を
使
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
3
月

29
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

⑵　

算
定
連
絡
デ
ー
タ
の
出
力
は
3
月

31
日
ま
で
可
能
で
す
。

　

⑶　

2
0
2
2
年
4
月
1
日
以
降
、
必

要
な
算
定
連
絡
デ
ー
タ
一
覧
の
出
力

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
各
団

体
で
保
存
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

3
．
適
正
な
契
約
内
容
で
の
加
入
及
び
分

担
金
の
財
源
確
保
の
お
願
い

　

災
害
に
よ
る
被
災
物
件
の
復
旧
費
用
は
、

そ
の
全
額
を
共
済
金
に
よ
り
て
ん
補
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
適
正
な
契

約
で
の
加
入
及
び
見
直
し
を
し
て
い
た
だ

き
、
共
済
契
約
に
係
る
分
担
金
の
財
源
確

一

筆

１
月
の
会
と
催
し

▽
4
日
＝
2
0
2
2
年
年
賀
交
歓
会

▽
7
日
＝
第
2
回
愛
媛
県
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
導
入
促
進
調
査
検
討
委
員
会

▽
18
日
＝
全
国
町
村
議
会
議
長
会
都
道
府

県
事
務
局
長
会
議（
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

配
信
）

▽
20
日
＝
町
村
議
会
の
制
度
・
運
営
に
関

す
る
検
討
委
員
会
幹
事
会（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）、

全
国
町
村
議
会
議
長
会
都
道
府
県
事
務

局
長
会
議（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

▽
21
日
＝
全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
幹

事
会（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

▽
27
日
＝（
一
財
）全
国
自
治
協
会
評
議
員

会（
テ
レ
ビ
会
議
）、
全
国
町
村
会
理
事

会
・
都
道
府
県
会
長
会
・
全
国
生
協
総

代
会（
テ
レ
ビ
会
議
）

保
を
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

⑴　

新
築
建
物

　
　
　

建
物
取
得
価
格
を
基
に
共
済
基
準

額
を
設
定
し
、
共
済
加
入
率
1
0
0

パ
ー
セ
ン
ト
で
の
契
約

　

⑵　

既
加
入
建
物

　
　
　

既
契
約
物
件
共
済
基
準
額
を
設
定

し
、
構
造
、
用
途
、
面
積
及
び
共
済

基
準
額
が
適
正
で
あ
る
か
確
認
及
び

見
直
し

　

⑶　

収
容
動
産

　
　

①　

既
存
建
物
契
約
に
収
容
さ
れ
て

い
る
未
加
入
収
容
動
産
に
つ
い
て

確
認
及
び
見
直
し

　
　

②　

既
加
入
収
容
動
産
の
加
入
内
容

は
適
正
で
あ
る
か
、
建
物
本
体
価

格
に
含
ま
れ
て
い
な
い
か
等
の
確

認
及
び
見
直
し

公
有
建
物
災
害
共
済
に
係
る
算
定
連
絡
シ
ス
テ
ム
の
閉
鎖
等
に
つ
い
て
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愛媛県市町総合事務組合
お申し込み・お問い合わせ お住まいの市役所又は町役場まで 大洲市・上島町・久万高原町・松前町・砥部町・

内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町

令和4年4月1日～令和5年3月31日
※共済期間途中ご加入の方は、掛金を納めた日の翌日から令和5年3月31日までとなります。
　転出された場合も共済期間満了日まで有効です。

共済
期間

歩行者・航空機・船舶・電車・バス・自動車・原動機付自転車・自転車・車いす等による交通事故。適用条件

災害見舞金の返還を求める場合
虚偽その他不正により災害見舞金を受けた場合は、支払った全額を返還していただきます。

このパンフレットは「加入者証」と一緒に保管をお願いします！
共済掛金納入後に加入者証をお渡しいたします。

災害見舞金の一部又は全額をお支払いできない場合について
● 交通事故証明書の代わりに交通事故申立書等の場合
● 頸椎捻挫、腰椎捻挫、打撲又はそれに類する他覚症状のない傷病で、治療期間が交通事故日から
　 起算して200日以上ある場合
● 骨折による治療の場合、骨の癒合日までであること。
● はり・灸・マッサージは病院に受診後、医師が必要と認める診断書がある場合のみ対象。
● 虚偽の申請又は届け出をした場合
● 規定の書類提示がなく、又は出頭をしない場合
● 担当者の質問に虚偽の回答をしたり、調査や検査を受けない場合
● 共済加入者が正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
● 地震・こう水・暴風・津波等、天災による災害の場合
● その他、法令に違反した場合

遺族の範囲と見舞金受取順位
① 配偶者（婚姻の届け出はしていないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった
　 方を含みます）
② 加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
③ 主として加入者の収入によって生計を維持していた②以外の方
④ 上記の②に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
　 ※見舞金受取りの順位は①②③④の順序となります。
　 ※②と④に該当する遺族の順位は記載の順序となります。
　 ※父母については養父母が先、実父母は後の順位となります。
　 ※加入者を故意に死亡させた遺族は、災害見舞金の受取りはできません。

① 個人情報に関する法令等の遵守 本組合は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して、個人情報を適正、かつ、安全に取扱います。

愛媛県市町総合事務組合（支部を含む。以下「本組合」という。）は、個人情報の適正な取扱いに関する
基本的事項を次のように定め、個人の権利利益を侵害することのないよう努めます。

② 個人情報の取得・利用目的 本組合が取得する個人情報は、交通災害共済契約の締結、維持管理及び災害見舞金等の支払い
のために必要な範囲とします。取得した個人情報は、これら取得目的のほか、本組合の交通災害
共済事業の充実の目的に限って利用します。

③ 個人情報の適正な管理 本組合で取得した個人情報は、常に正確かつ最新の内容を保つよう努めます。また、個人情報の漏
えい、滅失、改ざん及びき損の防止、その他の安全管理のために必要かつ適正な措置を講じます。

⑤ 個人情報の開示及び訂正等 本人から自己の個人情報の開示の求めがあった場合は、一定の事由がある場合を除き、当該個
人情報を開示します。また、個人情報の訂正等の申し出があった場合、特別な事由がない限り、
これに応じます。

④ 個人情報の第三者への提供 本組合が取得した個人情報は、法令等に基づく場合、本人の同意を得た場合、個人の利益のため
に必要であると判断される場合、本組合個人情報保護審査会が公益上必要その他相当の理由が
あると認めた場合を除いて、第三者に開示又は提供いたしません。

個人情報の取扱いに関するお知らせ

お一人年額

700円の掛金で（中学生以下は300円）
※令和4年4月1日時点

万円
のお見舞金

［最低2万円］

※交通事故証明書の添付がある場合

最
　高

100 ※組合に加入している市町に居住し、令和4年
4月1日現在で住民基本台帳に記録されて
いる方（途中加入の方は加入申込日時
点）、及び共済加入者の被扶養者
で組合市町外に居住して

おられる方。

お1人1口に限ります

令和4年度
加入申込受付中

令和4年度申し込みは令和5年3月30日まで

交通災害共済
住民の皆さんのための  　　で 　　 な公的共済制度です。身近 手軽

小
さ
な
備
え
で
、

大
き
な
安
心

ご加入前に必ずご確認ください
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